
　①　実施計画書の提出※

　②　補助対象の可否の通知

　③　保育士資格等取得支援事業完了報告書等提出

　　　（愛媛県保育対策総合支援事業費補助金）

　⑤　交付決定通知

　⑥　実績報告

Ｒ７.３.31

　⑦　補助金額の確定通知

　⑧　精算払請求

　⑨　支払

Ｒ７.５.31

　　⑩返還

※①指定保育士養成施設又は大学等（以下「養成施設等」という。）に入学した日、②養成施設等
からの受講許可を得た日、③受講申込時点で入学料等を養成施設等に支払う場合には受講申
込日、①～③のいずれか早い日を受講開始の日とし、その属する年度中に提出すること。
（例）
令和７年４月１日から養成施設等に入学するため、令和７年３月31日までに入学料等を支払う場
合は令和６年度中の申請が必要になります。

「資格取得後、対象施設に１年以上勤務」などの要件
を満たさなくなった場合

R７年度
以降

保育所等保育士資格取得支援事業に係るフロー図

保育所、認定こども
園、幼稚園、乳児院
及び児童養護施設

　④　補助金の交付申請

県
（子育て支援課）


